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  やばい！あの時のアダルトサイトの料金だ。  

    こんなの家族にばれたら大変。 

      直ぐにお金を払わなきゃ。 

 ハガキや手紙、電子メールで届く｢訴訟最終通告のお知らせ｣｢未納料金のお知らせ｣

は架空請求詐欺の可能性が高いよ。 

 これらのハガキや手紙、電子メールは 

      「未納料金がある」 

      「〇日までに支払わなければ裁判を起こす」 

など不安をあおる記載があり、ハガキや手紙、電子メールに記載された連絡先に被害者

から電話をさせ、連絡先に電話をした被害者を 

      「裁判を起こす。あなた逮捕されるよ。」 

などと脅し、お金を振り込ませたり、電子マネーをコンビニで購入させ、そのシリアル

ナンバーを聞いてくるよ。 

 また、上の二人みたいに、 

      過去に閲覧したアダルトサイトの未納料金と思い込み 
恥ずかしくて誰にも相談できずに騙されてしまう人がとっても多いんだ。 

 家族に相談できなくても、その時は警察に相談をしてね。 

法務省や裁判所が 

訴訟や督促状を 

ハガキで通知することは 

絶対にないよ。 


